
豊中-サンマテオ姉妹都市協会に対する補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊中市及びサンマテオ市の市民相互の友好関係の促進を図るため、豊中-サ

ンマテオ姉妹都市協会（以下「協会」という。）が行う事業に対して、本市が補助金を交付する

にあたり、豊中市補助金等交付規則（昭和 57年豊中市規則第 15号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助対象事業（以下「補助事業」という。）は、次の各号に掲げる事業とする。 

（１）豊中-サンマテオ姉妹都市親善使節選考会事業 

（２）サンマテオ市交流事業 

２ 補助対象経費は次のとおりとする。 

（１）前項各号の事業を実施するために必要な事業費等の経費 

（２）その他、市長が必要と認める経費 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、市長が定める。 

（交付の申込み） 

第４条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申込書に、次の各号に掲げ

る書類を添えて、補助事業の実施前に市長に提出しなければならない。 

（１）事業計画書 

（２）予算書 

（３）豊中-サンマテオ姉妹都市協会会則 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 協会は、補助金の交付決定前に補助事業を実施しようとする場合は、事前着手届を市長に提

出しなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべき

ものと認めたときは、交付の決定をするものとする。 

（決定の通知） 

第６条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合

は、その条件を協会に対し補助金交付決定通知書により通知するものとする。 

（補助金の交付時期等） 

第７条 補助金は、交付の決定をした額を年１回交付する。ただし、市長が必要と認めるとき

は、随時にこれを行うことができる。 

２ 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の請求書を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 協会は、補助金の交付を受けたときは、次の条件を遵守しなければならない。 

（１）補助金は、当該年度の予算に組入れること。 

（２）補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。 

（３）補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、



若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の逐行が困難となったときは、速

やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

（実績報告） 

第８条 補助金の交付を受けた協会は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績

報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）決算書 

（補助金の額の確定等） 

第９条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告に係る補助事業の成果が補

助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかについて報告書

等の書類の審査等を行うことにより調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額

を確定し、補助金の交付の決定を受けた協会に対し補助金交付確定通知書により通知するもの

とする。 

（決定の取消し） 

第 10条 市長は、補助金の交付の決定を受けた協会が、次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。 

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他規則及びこの要綱又はこれに基づく

市長の処分に違反したとき。 

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

(4) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。 

（補助金の返還） 

第 11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更した場合において、取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されている

ときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。 

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた協会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものと

する。 

（帳簿等の整備） 

第 12条 補助金の交付を受けた協会は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書

類を常に整備しておかなければならない。 

（指示及び検査） 

第 13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するために必要があるときは、協会に対

し、随時、帳簿その他の提出を求め、当該補助金の使用について必要な指示をし、又は検査を

することができる。 

（申込書等の様式） 

第 14条 この要綱による補助金交付申込書、補助金交付決定通知書、補助事業実績報告書、補助

金交付確定通知書及び補助事業事前着手届の様式は、別記様式第１号から別記様式第５号まで

のとおりとする。 



（施行細目） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

 附 則  

 この要綱は､平成１６年３月２９日から実施し、平成１６年度に交付する補助金から適用する。 

 附 則  

 この要綱は､平成１８年１０月１７日から実施し、平成１９年度に交付する補助金から適用す

る。 

 附 則  

 この要綱は､平成２０年４月１日から実施する。 

 附 則  

 この要綱は､平成２３年４月１日から実施する。 

附 則  

 この要綱は､平成２７年４月１日から実施する。 

附 則  

 この要綱は､令和３年４月１日から実施する。 

附 則  

 この要綱は､令和６年２月１日から実施する。 

附 則  

 この要綱は､令和７年１月１日から実施する。



（様式第１号） 

 

補助金交付申込書 

 

 

年  月  日 

（あて先）豊中市長 

 

申込者 所在地 

団体名 

代表者          

 

 

 豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金交付要綱第 4条の規定により、補助金の交付を受けたいので、

関係書類を添えて申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関係書類＞ 

(1) 事業計画書 

(2) 予算書

補助金の名称 豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金 

補助金申込額                         円 



（様式第２号） 

 

第  号 

 

補助金交付決定通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

豊 中 市 長   

 

      年  月  日付申込みのあった補助金については、次のとおり決定したので、豊中-

サンマテオ姉妹都市協会補助金交付要綱第 6条の規定により通知します。 

 

 

 

  

補助金の名称 豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金 

補助金交付決定額 円 



（様式第３号） 

 

補助事業実績報告書 

 

年  月  日 

 

（あて先）豊中市長 

 

申込者 所在地 

団体名 

代表者          

 

      年  月  日付で申込み、   年  月  日   第  号で交付決定された

補助事業に係る実績を豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金交付要綱第 8条の規定により、関係書類

を添えて報告します。 

 

補 助 事 業 

の 名 称 
 豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金 

事 業 着 手 

年 月 日 
年  月  日 

事 業 完 了 

年 月 日 
年  月  日 

事業の経過 

及   び 

事業の概要 

 

 

＜関係書類＞ 

(1) 事業報告書 

(2) 決算書 

 



（様式第４号） 

 

第  号 

 

補助金交付確定通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

豊 中 市 長   

 

      年  月  日付で報告のあった補助金については、次のとおり確定したので、豊中-

サンマテオ姉妹都市協会補助金交付要綱第 9条の規定により通知します。 

 

 

 

補助金の名称 豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金 

補助金交付決定額 円 

補助金交付確定額 円 



（様式第５号） 

 

補助事業事前着手届 

 

年  月  日 

   

（あて先）豊中市長 

 

申込者 所在地 

団体名 

代表者           

 

     年  月  日付で申込みをした豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金に係る事業につ

いて、交付決定前に着手しますので、豊中-サンマテオ姉妹都市協会補助金交付要綱第４条第２項に

基づき、届け出ます。 

 なお、本件について交付決定がなされなかった場合においても、異議は申し立てません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本様式は、補助金交付決定前に事前着手する場合にご提出いただく必要があるものです。事

前着手届を提出いただいた場合であっても、補助金交付決定がされない場合、又は補助金交付決定

されても事前着手に必要な経費が認められない場合がありますので、ご了承ください。 

 

事業着手 

（予定）日 
年   月   日 

事前着手する内容  

事前着手する 

必要がある理由 
 


